
 

 第 11 次第１回横浜市消費生活審議会  議事次第 

 
                   平成 28年 12月５日（月) 午後２時～ 

                   関内中央ビル ５階特別会議室 

１  開  会 

 

２ 議  題 

(1) 会長・副会長の選出について 

(2)  会議録確認者の選出について 

(3) 第 11次横浜市消費生活審議会の運営について 

  ア 第 11次横浜市消費生活審議会部会構成について（案） 

イ 第 11次横浜市消費生活審議会のテーマについて（案） 

  ウ 第 11次横浜市消費生活審議会委員所属部会（案）について  

(4) 平成 29年度消費生活協働促進事業について 

(5) その他 

 

３ 閉  会 

 

【資料】 

資料１   第 11次横浜市消費生活審議会委員名簿 

資料２   第 11次横浜市消費生活審議会の運営について 

資料３－１ 平成 29年度 消費生活協働促進事業 募集要項  

資料３－２ 消費生活協働促進事業募集要項 新旧対照表 

資料３－３ 平成 29年度 消費生活協働促進事業 チラシ（案） 
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　髙橋　　光

　たがや　としこ
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　松葉口　玲子

  むら　ちづこ
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. 敬称略：五十音順

　横浜市消費者団体連絡会　代表幹事

　法政大学　法学部　教授

　公益社団法人　日本消費生活アドバイザー・コンサルタン
ト・相談員協会

　横浜商工会議所　小売部会長

　公益社団法人　消費者関連専門家会議　専務理事

　公益社団法人　日本訪問販売協会　常務理事

　一般財団法人　家電製品ＰＬセンター　センター長

　神奈川県弁護士会

　東京経済大学　現代法学部　教授・弁護士

　横浜市消費生活推進員　瀬谷区代表

　一般社団法人　日本クレジット協会　総務企画部長

　神奈川県弁護士会

　横浜国立大学　教育人間科学部　教授
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第 11次横浜市消費生活審議会の運営について 

平成28年12月５日 

第11次第１回横浜市消費生活審議会 

資 料 ２ 





第11次横浜市消費生活審議会 部会構成について（案） 

構成 20名以内 第11次審議会：17名（学識経験者６名、消費者５名、事業者６名） 

部会構成員：すべて学識経験者・消費者・事業者で構成 

第 11次 横浜市消費生活審議会 

消費者被害救済部会 

市長の付託により紛争のあっせん・調停を行

います。

開催頻度：付託案件の発生により随時。

付託案件がなければ、年１回開催

を予定しています。 

施策検討部会 

テーマを設定し、課題を抽出し、必要な施策

について審議を行います。

開催頻度：年１～２回開催を予定しています。 

消費生活協働促進事業 

審査評価部会 

消費生活協働促進事業への応募団体の審査

及び評価を行います。

開催頻度：年２回開催を予定しています。 

公募委員選考部会 

次期審議会の市民公募委員の選考を行いま

す。

開催頻度：平成 30 年度に２回開催を予定してい

ます。 

消費者教育推進地域協議部会 

消費者教育推進法に規定された市消費者教

育推進計画の作成に関して意見を述べるほか、

構成員相互の情報の交換及び調整を行います。 
審議会委員の他、専門委員が出席します。 

開催頻度：年２回開催を予定しています。 

資 料 ２−１

【役割】 
第 7 条 市長の諮問に応じ、消費生活に関する重要な事項を調査審議し、消費者被害の救済に関するあ

っせん及び調停を行い、並びに消費者の消費生活に係る訴訟の援助に関する事項を調査審議するた

め、市長の附属機関として、横浜市消費生活審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

2 審議会は、消費生活に関する重要な事項について、市長に意見を述べることができる。 

（横浜市消費生活条例より抜粋） 
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施策検討部会概要 

設 置 目 的 【目的】

・消費生活に関する重要な事項の調査審議を行う。

・消費生活に関する重要な事項について市長に意見を述べる。

【参考】

第10次の部会状況

１ 審議テーマ：地域における高齢者の見守りの在り方

２ 部会開催回数：３回（平成27年７月、12月、平成28年５月）

３ 報告：『地域における高齢者の見守りの在り方～高齢者の消費者

被害を防ぐために～』

４ 報告の概要

 「既にある見守りの仕組みに消費者被害防止の視点を加えてい

く」ことを基本的な考え方として、３つの対応の方向性を示した。

対応の方向性１：消費生活推進員の地域活動力強化と福祉関係者

との連携強化

対応の方向性２：情報の確実な伝達及び消費者教育の推進

対応の方向性３：新たな担い手の発掘

第11次の部会開催見込

開催回数（予定） ４回程度

開催見込 平成28年度：１回（29年１～２月頃） 

平成29年度：２回（29年６～7月頃、11～12月頃） 

平成30年度：１回（30年４～５月頃） 

審議状況によって第５回（予備）を開催します。

資料 ２－１ 参考①
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消費者教育推進地域協議部会概要 

設 置 目 的

【目的】

・消費者教育の推進に関する法律（以下「消費者教育推進法」と表し

ます）に規定された市消費者教育推進計画の作成に関して意見を述べる。 
・構成委員相互の情報交換及び調整を行う。

構成員等の追加

審議会委員４名の他、専門委員を委嘱し、部会構成員に追加します。

 また、必要に応じて教育委員会事務局職員のオブザーバー出席を求

めます。

【参考１】第10次部会における専門委員 

横浜市消費生活総合センター所長

横浜市老人クラブ連合会事務局長

横浜市国際交流協会事務局次長

横浜市社会福祉協議会横浜生活あんしんセンター事務長

【参考】

横浜市消費者教育

推進計画について

本市における数年間の消費者教育推進の考え方を定めた「横浜市消 

費者教育推進の方向性（以下「推進の方向性」と表します、平成27年 

９月策定）」とその方向性に沿って、各所管で事業を企画立案の上、予 

算を獲得した事業を単年度計画としています。 

教育部会では、計画の実施状況を確認し、時代の変化や「推進の方 

向性」の内容を照らし合わせて、拡充すべき事業の確認や「推進の方 

向性」が陳腐化していないかなどを確認します。 

 教育部会からの意見等については、10局21課で構成される横浜市 

消費者教育推進庁内連絡会議でフィードバックされます。 

第11次の部会開催見込

開催回数（予定） ４回

開催見込 平成29年度：２回（平成29年4月及び７～８月頃） 

４月：29年度計画の確定 

７～８月：28年度の振返り、29年度 

の進捗状況確認、30年度計画に向け 

た意見聴収 

平成30年度：２回（平成29年4月及び７～８月頃） 

４月：30年度計画の確定 

７～８月：29年度の振返り、30年度 

の進捗状況確認、31年度計画に向け 

た意見聴収 

資料 ２－１ 参考②
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消費生活協働促進事業審査評価部会概要 

設 置 目 的

【目的】

消費生活協働促進事業への実施団体の審査・選考、事業の評価など

を行う。

＜消費生活協働促進事業の概要＞

市内活動団体から「消費者被害の未然防止」や「消費者市民社会

の実現」に向けた取組を募集し、審査を経て採択された団体と横浜

市が協働で事業を実施します。

審査評価部会で選考した団体を参考に、市長が補助金交付対象事 

業及び交付額を決定します。

【参考】

平成28年度消費生活協働

促進事業について

【平成28年度事業の審査・選定について】 

 ８団体※からの申込みがありましたが、審査の結果、２団体が選定 

されました。 

※消費者被害の未然防止に向けた取組（４団体）、消費者市民社会の実現に向

けた取組（４団体） 

区分 実施団体 事業名 事業内容

消
費
者
市
民
社
会
の
実
現
に
向
け
た
取
組

特定非営利

活動法人 

森ノオト 

（40万円） 

横浜産の調味

料で地産地消

と食の安全を

学ぶ連続講座

横浜市内にある調味料生産者を招き、市販され

ている調味料の素材、製造法を学ぶ勉強会と、

その調味料と地産地消の食材を使った食事会（

エコクッキングで調理）を開催する。消費者が

食の安全・安心や地産地消、フードマイレージ

について考え、日々の消費生活で地域社会に良

好で環境配慮型の経済循環を生み出すことを目

的とする。

特定非営利

活動法人 

横浜コミュ

ニティ

デザイン・ラ

ボ 

（40万円） 

「地域を知る

」

「エシカルを

知る」

ソーシャルな

消費者養成講

座

市内で活動する各種団体との協働で、食育・食

品ロス・地産地消、環境保全、リサイクル、フ

ェアトレード・コミュニティ経済等をテーマに

、講座・セミナー、現場見学会等を実施するこ

とにより、年代や性別を問わず地域への啓蒙強

化を図り、横浜市内での消費者市民社会の実現

を目指す。

第11次の部会開催見込

開催回数（予定） ４回

開催見込 平成29年度：２回（平成29年４月及び６月） 

４月：29年度事業応募団体の審査 

６月：28年度実施事業評価 

平成30年度：２回（平成30年４月及び６月） 

４月：30年度事業応募団体の審査 

６月：29年度実施事業評価

資料 ２－１ 参考③
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公募委員選考部会概要 

設 置 目 的

【目的】

消費者を代表する委員の一部を市民からの公募による委員とするこ

とにより、市民の立場からの意見及び提案等を政策形成過程に活用す

るとともに、審議会を市民に開かれたものとし、市民との協働による

消費者行政の実現を図る。

【参考】

第10次の市民委員公募に

ついて

第10次部会においては、第10次市民委員及び第11次市民委員の選考を

行いました。これは、第10次において試験的に、審議テーマが確定して

から市民委員の公募を行ったことによります。 

【第10次市民委員公募の概要】

応募資格 
消費者問題に関心があり、平日の昼間に開催される会議に出 

席できる、市内在住の20歳以上の方 

募集人員 若干名 

募集期間 平成26年12月15日～平成27年1月19日 

応募方法 郵送、持参、ファックス、電子メール 

選考方法 応募用紙に記載するこれまでの活動経歴、自己PR、志望動 

機及び作文（テーマ：「高齢者の消費者問題について関心の 

ある事項」）を基に、消費者問題に対する関心や意欲を総合 

的に勘案して選考 

募集結果 ９名（男性７名、女性２名） 

選考結果 ２名（男性１名、女性１名） 

【第11次市民委員公募の概要】

応募資格 
消費者問題に関心があり、平日の昼間に開催される会議に出 

席できる、市内在住の20歳以上の方 

募集人員 若干名 

募集期間 平成28年６月17日～平成28年７月25日 

応募方法 郵送、持参、ファックス、電子メール 

選考方法 応募用紙に記載するこれまでの活動経歴、自己PR、志望動 

機及び作文（テーマ：「消費者問題について関心のある事項及 

び必要と考える取組」）を基に、消費者問題に対する関心や意 

欲を総合的に勘案して選考 

募集結果 ９名（男性６名、女性３名） 

選考結果 ２名（男性２名） 

第11次の部会開催見込

開催回数（予定） 
２回（ただし、市民委員に欠員が生じた場合には随時開

催します。）

開催見込 平成30年度：２回（平成30年６月及び８月）

６月：公募スケジュール等の関係事項

の確認

８月：応募者の選考

資料 ２－１ 参考④
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消費者被害救済部会概要 

設 置 目 的

【目的】

消費者から申出のあった消費生活上の被害に対し、消費生活総合セ

ンターにおいて、被害救済のための必要な助言その他の措置をとった

にもかかわらず、解決することが困難であった紛争について、あっせ

ん及び調停等を行う。

【参考１】 

消費生活相談の流れ １ 相談の受付（助言・他機関紹介、情報提供等の実施） 

２ 相談員によるあっせん 

３ 三者面談によるあっせん（必要に応じて実施。消費者・事業者・ 

消費生活相談員の三者） 

４ 付託要件等の適合性の検討 

５ 選定会議による付託案件の決定 

【参考２】

審議会におけるあっせん

・調停の実績

・エステティックサロンにおける美容器具及び健康食品の購入に係る

紛争案件（平成14年９月24日付託、12月25日報告、あっせん解決） 

・学習教材の購入契約に係る紛争案件（平成15年５月９日付託、９月

３日報告、あっせん解決）

・有料老人ホーム入居契約に係る紛争案件（平成16年１月26日付託、

11月15日報告、あっせん・調停打ち切り）

第11次の部会開催見込

開催回数（予定） 
付託案件の発生により随時開催。

なお、付託案件がない場合には２回（年１回）の開

催を予定しています。 

開催見込 ※付託案件がない場合

平成29年度：29年７～８月頃

平成30年度：30年７～８月頃

資料 ２－１ 参考⑤
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第 11 次横浜市消費生活審議会のテーマについて（案） 

資 料 ２－２

○消費者裁判手続特例法が施行され、特定適格消費者団体による消費者被害回復訴訟が可

能になりました。

市内経済の健全な発展のためには、消費者裁判手続特例法などの必要な情報を市内事業

者に伝達し、市内事業者のリスク低減を図る必要があります。 

○第10次消費生活審議会報告で、見守りの新たな担い手の発掘として事業者や商店街等と

の連携の促進が必要であるとしています。

○「横浜市消費者教育推進の方向性」（平成 27 年９月）において、消費者教育の担い手の

育成や企業との連携、協働による消費者教育の推進を方向性として掲げています。

また、国においては、消費者志向経営の推進が掲げられています。 

背景

●市内事業者への消費者施策に関する情報提供が進んでいない。

●市内事業者、商店街等と連携した消費者被害を防ぐための見守りの新たな担い手の発

掘が必要。

●市内事業者・事業者団体と協働した職域を対象とした消費者教育が進んでいない。

横浜市における課題

『横浜市において市内事業者とどのように連携・協力していけるか』 

①市内事業者に対する情報の伝え方（事業者の規模、ビジネスモデルに応じた手法や伝え

るべき内容）

②市内事業者と連携・協働した消費者被害防止の視点からの見守りの方法

③市内事業者による従業者教育としての消費者教育の推進

④その他（適正な事業者を選択するための消費者教育の方法等）、まとめ
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審議会での審議状況 
期間 審議テーマ 部会・開催回数 具体的な取組内容 

１ 
平成８年10月

～10年 9月 

消費者の主体的活動の支 

援の在り方について（答申） 

審議会   ６回 

消費者支援部会  １１回 

○学校における消費者教育の充

実

○消費生活推進員活動の活性化

２ 
平成10 年10月

～12 年 9月 

消費者の被害未然防止等 

の在り方について（報告） 

審議会    ５回 

被害未然防止部会  １６回 

○効果的な情報提供の推進

○件数増等に対応した相談体制

の強化策

３ 
平成12 年10月

～14 年 9月 

事業者指導及び被害救済 

システムの在り方につい

て（報告）

審議会         ５回 

事業者指導・被害救済システム

活性化専門部会    １２回 

○条例を適用した事業者指導及

びあっせん・調停の実施及び要

領等の整備

４ 
平成14年10月

～16年 9月 

社会経済状況の変化を踏 

まえた消費生活条例の在 

り方について（答申） 

審議会   ６回 

消費者被害救済部会  ６回 

条例・施行規則及び消費生活関

連施策の在り方に関する専門

部会         １１回 

○第５次で行う条例改正に向け

ての検討

５ 
平成16年10月 

～18年 9月 

消費者基本法に対応した、 

横浜市消費生活条例の在 

り方について（答申） 

審議会   ３回 

消費者被害救済部会  １回 

消費者基本法に対応した、横浜

市消費生活条例の在り方に関

する専門部会      ６回 

○第４次答申の内容を踏まえて、

消費者基本法に対応した消費

生活条例の整備充実を図るた

めの検討

○条例改正

６ 
平成18年10月

～20年９月 

消費者教育・学習支援の 

在り方について（報告） 

審議会    ２回 

消費者被害救済部会  ２回 

消費者団体等協働促進事業評

価審査部会       ３回 

消費者教育・学習支援部会３回 

○消費者団体等協働促進事業審

査評価部会の新設

７ 
平成20年10月

～22年９月 

今後の横浜市の消費者行 

政の在り方について（提言） 

審議会   １回 

消費者被害救済部会  ２回 

消費者団体等協働促進事業審

査評価部会 ４回 

施策検討部会 ６回 

○消費者安全法施行に伴う変革

を受けた横浜市の今後の消費

者行政の在り方についての検

討

８ 
平成22年10月

～24年９月 

消費生活に係る実態の把 

握と消費者行政の課題に 

ついて（報告） 

審議会   １回 

消費者被害救済部会  ２回 

施策検討部会 ６回 

消費者団体等協働促進事業審

査評価部会       ４回 

○消費生活実態アンケートを実

施

○調査結果を踏まえた今後の横

浜市の消費者行政の課題の検

討

９ 
平成24年10月

～26年９月 

新たな視点での消費者教 

育について（報告） 

審議会   ２回 

消費者被害救済部会  ２回 

施策検討部会 ６回 

消費者団体等協働促進事業審

査評価部会       ４回 

○消費者教育の内容と情報提供

の仕組みの検討

10 
平成26年10月 
～28年９月 

地域における高齢者の見

守りの在り方について

（報告）

審議会    ３回

消費者被害救済部会  １回 

施策検討部会    ３回 

消費生活協働促進事業審査評

価部会   ５回 

公募委員選考部会  ４回 

消費者教育推進地域協議部会 

３回 

○横浜市の地域の現況について

○高齢者の消費者被害を防ぐた

めの地域の見守りの在り方につ

いて、既にある見守りの仕組み

に消費者被害防止の視点を加え

ていくことを基本とする。

資 料 ２－３
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第11次横浜市消費生活審議会委員所属部会（案） 
※条例第11条第２項の規定により会長が指名します。

（五十音順・敬称略） 

１ 施策検討部会 

（７名、★学識２名、◆消費者２名、■事業者３名） 

■榎本 英雄  （事業者）（一般社団法人横浜市工業会連合会） 

■佐藤 喜次  （事業者）（公益社団法人消費者関連専門家会議） 

■鈴木 隆   （事業者）（一般財団法人家電製品ＰＬセンター） 

★鈴木 義仁 （学 識）（神奈川県弁護士会） 

◆髙橋 光 （消費者）（消費生活推進員） 

◆多賀谷 登志子（消費者）（横浜市消費者団体連絡会）

★村 千鶴子 （学 識）（東京経済大学） 

２ 消費者教育推進地域協議部会 

（４名、★学識２名、◆消費者１名、■事業者１名） 

◆池田 軍治 （消費者）（市民委員） 

★大澤 彩 （学 識）（法政大学） 

■栗田 裕 （事業者）（横浜商工会議所） 

★松葉口 玲子 （学 識）（横浜国立大学）

３ 消費生活協働促進事業審査評価部会 

（３名、★学識１名、◆消費者１名、■事業者１名） 

■大森 俊一 （事業者）（公益社団法人日本訪問販売協会） 

★作間 京子 （学 識）（公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサル 

タント・相談員協会）

◆荒井 彩 （消費者）（横浜市生活協同組合運営協議会） 

４ 公募委員選考部会（４名） 

（４名、★学識２名、◆消費者１名、■事業者１名） 

◆荒井  彩 （消費者）（横浜市生活協同組合運営協議会） 

★田中 誠 （学 識）（神奈川県弁護士会） 

■長尾 淳司 （事業者）（一般社団法人日本クレジット協会） 

★松葉口 玲子 （学 識)（横浜国立大学）

５ 消費者被害救済部会 

（４名、★学識２名、◆消費者１名、■事業者１名） 

◆石川 貴一 （消費者）（市民委員） 

★大澤 彩 （学 識）（法政大学） 

★田中 誠 （学 識）（神奈川県弁護士会）

■長尾 淳司 （事業者）（一般社団法人日本クレジット協会） 

資 料 ２－４
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第11次横浜市消費生活審議会スケジュール（案） 

施策検討部会
消費者教育推進

地域協議部会

消費生活協働促進

事業審査評価部会

公募選考部会

（＊１）

消費者被害

救済部会（＊２）

２

８

年

度

12月 第１回審議会（平成28年12月５日） 

１月
 

２月  

３月  

２

９

年

度

４月  

５月  

６月
  

７月  

８月  

９月 第２回審議会（各部会の審議状況中間報告、第11次審議テーマに関する全体議論）

10月  

11月  

12月  

１月  

２月  

３月  

３

０

年

度

４月
   

５月  

６月

７月

８月

９月 第３回審議会（各部会の審議状況報告、第11次報告案の確認、確定）

＊１公募委員選考部会は欠員が生じた場合は随時開催

＊２消費者被害救済部会は付託案件が生じた場合は随時開催

資 料 ２－５

第１回部会

第２回部会

第３回部会

第４回部会

状況により

第５回開催

（予備）

第１回部会

第３回部会

第２回部会

第４回部会

第１回部会

第２回部会

第３回部会

第４回部会 第１回部会

第２回部会

市

民

委

員

に

欠

員

が

生

じ

た

場

合

随

時

市

民

委

員

に

欠

員

が

生

じ

た

場

合

随

時

付

託

案

件

が

発

生

し

た

場

合

随

時

付

託

案

件

が

発

生

し

た

場

合

随

時

第１回

部 会

第２回

部 会
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募集期間 

【平成 29 年３月 21 日（火）～３月 28 日（火）まで】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業説明会 
 

【日時】 

  平成 29 年２月 24 日（金）午後２時から午後３時まで（開場：午後 1 時 30 分） 

 

【場所】 

  松村ビル別館（５階） ５０２会議室（横浜市中区住吉町 1-13） 

 

【参加申込方法】 

 消費生活協働促進事業説明会参加申込票（Ｐ22 参照）を平成 29 年２月 20 日（月） 

までに FAX 又はＥメールで担当あてにご提出ください。 

 

“消費”を通して、安心な暮らしやより良い社会を 

共に創る事業を募集します! 

平平成成 2299 年年度度  消消費費生生活活協協働働促促進進事事業業  募募集集要要項項  

                       

費用は横浜市が補助します！ 

環境に配慮した生活 

悪質商法被害の未然防止 

食品ロスの削減 

食の安心・安全 
製品事故の防止 

資 料３－１ 
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１  消費生活協働促進事業とは  

 
 現在の私たちの生活は、グローバル化、高度情報化の進展により利便化するととも 

に、多様化・複雑化しています。消費生活に関しても社会生活の変化に伴い、悪質商 

法被害や食の安全を脅かす事件、健康被害を及ぼす製品事故など、消費者トラブルが 

後を絶ちません。 

 一方、環境に配慮したライフスタイルを実践するなど、積極的に行動する消費者も 

増えています。これからは、従来の消費者被害に遭わないという視点のみでなく、自 

らの消費行動が社会や環境に与える影響を考えて、自ら行動すること（＝※１「消費 

者市民社会」）が消費者一人ひとりに求められてきています。 

 

 このような消費者を取り巻く状況を踏まえ、「消費者被害の未然防止」や「消費者

市民社会の実現」といった、複雑かつ市民の主体的な取組が求められる課題の解決を

図るためには、行政と消費者団体やＮＰＯ法人など、地域の様々な主体が共に連携し、

互いの特性を活かし、相乗効果を発揮しながら取組を進めていくことが重要です。 

 そこで、横浜市では、「消費者被害の未然防止」や「消費者市民社会の実現」に向

け、横浜市と※２協働で取り組む事業の提案を、市内活動団体（以下、「団体等」と

いう。）から募集します。 

 

団体等から提案された事業は、審査を経て、協働で行う事業が決定され、事業提案

団体等と横浜市は協働契約を締結します。 

横浜市は、契約を締結した団体等に対し、提案事業の事業費を補助するとともに、

事業の実施にあたっては、団体等と協議の上、必要な協力を行います。 
 
＜参考＞ 
※１ 消費者市民社会とは 

消費者一人一人が、自分だけでなく周りの人々や、将来生まれてくる人々の状況、内 

 外の社会情勢や地球環境にまで思いをはせて生活し、社会の発展と改善に積極的に参加 

する社会（『消費者白書（平成 25年度版）』から抜粋） 
 
※２ 協働とは 

協働とは、「公共的サービスを担う異なる主体が、地域課題や社会的な課題を解決する 

ために、相乗効果をあげながら、新たな仕組みや事業を創りだしたり、取り組むこと」 

です。（横浜市協働推進の基本指針（平成２４年１０月改定）から抜粋） 

  具体的には、協働により、更なる効果が期待できる領域について、市民活動に一定の 

テーマを持って活動する団体等と行政が、お互いによいところを持ち寄り、相互理解と 

目的を共有した上で、自主性を尊重しながら対等な関係のもと、役割分担と責任を明確 

にしながら、目的に向かって実施する事業です。 

 

協働推進の基本指針（平成 24 年 10 月）

(http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/tishin/jourei/sisin/pdf/12sisin.pdf） 

http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/tishin/jourei/sisin/pdf/12sisin.pdf
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２  募集内容  
 
 
消費生活に関する様々な課題の解決を図り、より良い暮らしを実現するために、団

体等が自ら企画・実施する事業とします。その他、地域の催しに団体等が講師を派遣

するなどの事業提案もできることとします。 
 

＜事業提案のポイント＞ 

１．『消費生活』という視点を取り入れること。 

２．団体等の独自の発想や手法を取り入れること。 

３．横浜市と協働で取り組むことが相応しい事業であること。 

４．「横浜市在住、在勤、在学」の者を対象とした事業であること。 

※ 事業の審査基準については、消費生活協働促進事業審査基準（Ｐ21）を 

 ご覧ください。 
  
 (1) テーマの選択 

   市があらかじめ指定するテーマのうちいずれか１つを選択してください。 
なお、国・地方公共団体及びそれらの外郭団体から当該提案事業に助成等を受 

けている場合は当該事業として提案することはできません。 

 
 テーマ１：消費者被害の未然防止に向けた取組  

 
  加速する高齢化やネット社会の進展など、私たち消費者を取り巻く社会は日々、 
変化しています。このような変化に伴い、消費者問題が多様化・複雑化し、悪質商 
法や製品事故などの消費者トラブルに巻き込まれるケースも後を絶ちません。 
 そこで、商品・サービスのトラブル等の未然防止や被害の救済に役立つ情報の提 
供に関する取組を募集します。 
 
＜事業内容の例＞ 

◎悪質商法トラブルの未然防止・契約の基礎知識に関する講座              

・高齢者や親子、地域の支援者向けなど、各世代や対象にあった講座を地域の

イベントやサロンなどで開催し、啓発を行う。 

 

◎消費者被害未然防止のための啓発 

・地域の見守りネットワークや子育て支援者等と協力し、消費者被害の未然防

止や製品事故予防を啓発するためのグッズ等を作成。実際に啓発物を使って、

地域向けの啓発活動を行い、消費者被害の未然防止を目指す。 

 

 ＜関連キーワード＞ 事業内容を検討する際の参考としてください。       
 ■見守り活動を兼ねた悪質商法の未然防止（契約、クーリング・オフ）■金融商品トラ

ブルの未然防止■インターネット初心者向けのトラブル未然防止（SNS・ネットショッ

ピング）■子どもの事故予防■住環境のトラブル未然防止（リフォーム、工事）■防犯

活動を兼ねた消費者被害の未然防止■外国人に向けた消費者被害未然防止に関する啓発 

など 
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 テーマ２：消費者市民社会の実現に向けた取組  

 
 人や環境を守る持続可能な社会を作るために、人や社会・環境に配慮して物や 
サービスを選ぶことやこれらを意識した暮らしをすること（＝「消費者市民社会の 
実現」）が、消費者一人ひとりに求められてきています。 

  このような、消費者市民社会の考え方について、理解を深めるための取組を募集 
します。 
  
＜事業内容の例＞ 

◎『地産地消』を通して消費者市民社会の理解を深める 

・農家の見学や生産者の話を聞く連続講座を開催することで、消費者自身が安

全・安心な食生活について考え、行動するきっかけとしてもらう。 

 

◎『リサイクル』、『ゴミの削減』を通して環境に配慮した消費生活を考える 

・使用しなくなった物を活用したエコグッズの作成や、日々の生活の中で排出

されるゴミの削減方法を学ぶワークショップを開催することで、環境を良くす

るための消費行動について消費者一人ひとりが考えるきっかけをつくる。 

 
＜関連キーワード＞ 事業内容を検討する際の参考としてください。         
 ■環境への配慮を考えた消費生活（大量消費、大量廃棄、過剰包装、ローフット・ 

フード、ロハス、地球温暖化） 

■食の安全・安心（食品表示、健康食品、食育、スローフード、地産地消） 

■公正な取引を考える消費行動（フェアトレード） 

 ■地域課題の解決につながる消費行動（コミュニティ経済、障害者地域作業所の商品 

購入） 

■お金の使い方から考える消費生活（金銭教育、家計管理、生活設計）など 

 

 
＜参考＞ 平成 28年度の取組事例について 
○横浜産の調味料で地産地消と食の安全を学ぶ講座               

毎日の食事に欠かせない調味料をつくっている横浜の生産者と直接ふれあい、

地産地消の食材を使ったエコクッキングを学ぶことで、食の安全・安心や地産

地消、フードマイレージ（食材を輸送する距離とエネルギー）について考える

講座を実施（各テーマの調味料を使ったランチ付き）【全８回講座、（定員）各

回 15 名】 

 

○地域を知る/エシカルを知る「ソーシャルな消費者養成講座」          

市内での消費者市民社会の実現を目指し、市内で活動する団体との協働で、食

品ロス・地産地消、環境保全・リサイクル、フェアトレード・コミュニティ経

済等をテーマに講座・セミナー、現場見学等を実施【全６回講座、定員は講座

ごとに異なる】 
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＜参考＞ 消費生活に関する本市の施策・取組等について 

  
提案事業を検討する際の参考としてください。 

１ 経済局消費経済課ホームページ 

  消費経済課の事業などを掲載しています。 

 （http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/kurashi/） 

 

２ 横浜市消費者教育推進の方向性（平成 27 年９月策定） 

  本市で今後、取り組んでいく消費者教育の方向性の柱を示したものです。 

 （http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shogyo/kurasi/kyouikusuisin.html） 

 

３ 平成 27 年度 横浜市消費者教育推進計画 

  上記、２横浜市消費者教育推進の方向性に沿って、本市、消費者教育関連事業 

 を取りまとめたものです。 

   （http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shogyo/kurasi/kyouikusuisin.html）   

 

４ 第 10 次横浜市消費生活審議会報告 

  「地域における高齢者の見守りの在り方～高齢者の消費者被害を防ぐために～」 

  横浜市における消費者被害防止の視点を踏まえた高齢者の見守りの在り方と対応 

の方向性を示したものです。 

（http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/happyou/h28/280930-2syohi.html） 

 

５ 横浜市消費生活総合センター 

  市民の安全で快適な暮らしを実現するための拠点として、消費生活相談、消費生 

活情報の提供、消費者活動の支援などを行っています。 

 （http://www.yokohama-consumer.or.jp/） 

 

６ 消費生活推進員 

 消費生活に関する啓発講座の実施や情報提供の担い手として、地域で活動してい 

る委員です。 

（http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shogyo/kurasi/suisin.html） 

 

７ 消費者教育推進法と消費者市民社会 Q＆A（日本弁護士連合会） 

  消費者教育推進法や、消費者市民社会についてわかりやすく解説しています。

(http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/consume

r-education_qa.pdf) 

http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/kurashi/
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shogyo/kurasi/kyouikusuisin.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shogyo/kurasi/kyouikusuisin.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/happyou/h28/280930-2syohi.html
http://www.yokohama-consumer.or.jp/
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shogyo/kurasi/suisin.html
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/consumer-education_qa.pdf
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/consumer-education_qa.pdf
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 (2) 対象経費 

   補助の対象となる経費は、補助対象事業の実施に直接要する経費及び事業 

  に関わる人件費とします。団体運営費としての人件費、事務所の賃借料、光 

熱費等の管理費は対象になりません。 

 
【対象経費例】 

ア 消耗品費（事務用品購入代、配布資料の用紙代等） 
イ 会場使用料（講座・打合せ等の会場使用料、備品使用料等） 
ウ 講師謝金（講師・執筆者等への謝金 ※１）   
エ 印刷製本費（講座資料のコピー代・チラシ印刷代 ※２等） 
オ 通信運搬費（募集チラシ・配布資料等の郵送料、切手代、宅配便等） 
カ 交通費（事業の実施に直接必要な交通費 ※３） 
キ 人件費（本事業に従事する団体スタッフの人件費 例：打ち合わせ、講座運営等） 

ク 広報宣伝費（新聞折込料、掲示板掲載料等） 
ケ その他、事業に必要な経費（振込手数料、クッキング講座等の食材費等 ※４） 
コ その他、市長が必要と認める経費 
※１ 団体等の構成員が資格等に基づき行う講演・執筆等への謝礼も含みます。 

※２ チラシのデザイン費も含みます。 

※３ 団体等の構成員への支払いも含みます。収支報告の際は、実費で計上してください。 

※４ 上記、ア～クに該当しない経費について記載してください。 

※５ 上記の経費であっても補助対象経費として認められない場合があります。 

 

【「（第４号様式）交付対象事業収支予算書」説明の記入例】 

 項  目 金 額 説    明 

 

 

 

 

消耗品費 

会場使用料 

講師謝金 

印刷製本費 

通信運搬費 

交通費 

人件費 

広報宣伝費 

その他必要経費 

〇，〇〇〇円 

〇〇，〇〇〇円 

〇〇，〇〇〇円 

〇〇，〇〇〇円 

〇〇，〇〇〇円 

〇〇，〇〇〇円 

〇〇，〇〇〇円 

○○，〇〇〇円 

○○，〇〇〇円 

・資料用用紙（A4 版 500 枚入り）（400 円×３） 

・講座会場（2,000 円×５回）、会場備品（マイク等）（800 円×５回） 

・講師謝金（5,000 円×５回）、資料作成謝金（1,000 円×３枚） 

・募集チラシ（3 円×5,000 枚）、講座資料（10 円×４枚×30 部×５回） 

・募集チラシ発送（82 円×300 通）、携帯通話料（講座申込受付用） 

・講師（1,000 円×５回）、スタッフ（1,000 円×２名×５回） 

・打合せ（1,000 円×２時間×２人×５回）、講座当日（3,000 円×２人×５回） 

・広告欄掲載料（10,000 円×３回） 

・食材費（1,000 円×15 名×５回） 

 合  計 ○○〇，〇〇〇円  
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(3) 想定件数、１事業あたりの補助金上限額及び交付制限 

  ア 想定件数 

    予算の範囲内（若干数） 
  イ 補助金上限額 

    対象経費の 95%以内、１件あたり 40 万円を上限とし、予算の範囲内で補助 
金を交付します。例えば、40 万円の補助金を請求する場合、団体負担額は 
21,053 円（５％）以上となります。 

  ウ 交付制限 

    同一の事業に対し、補助金の交付を受けることができる回数は、通算３回ま 
   でです。 
 
 (4) 事業提案可能件数 

   一団体につき、１件とします。 
３  応募資格  

 
(1) 不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする非営利の事業 

（宗教活動、政治活動、選挙活動を目的とする事業を除く。）に自主的に取 

り組む団体等  

※ 個人での応募はできません。 

(2) 活動拠点（事務所の所在地）を市内に有すること。 

(3) 継続した活動が期待されるものであること。 

(4) 横浜市暴力団排除条例（平成 23年 12月横浜市条例第５１条）第２条第２ 

号に規定する暴力団、第２条第４号に規定する暴力団員等、条例第２条第５ 

条に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第７条に規定する暴力団員等 

と密接な関係を有しないと認められる団体であること。 

 
４  事業の実施期間  
 
 平成 29年６月から平成 30年３月まで 

※ 採択団体の決定は、５月上旬に各団体にご連絡します。講座等の実施を検討さ

れる場合は、準備や周知期間を考慮し提案事業の実施時期をご検討ください。 
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５  申請の手続き  
 
申請するときは、次の書類を各１部提出してください。 
 
 
 

 

 

(1) 消費生活協働促進事業補助金交付申請書（第１号様式） 

(2) 団体の概要書（第２号様式） 

(3) 交付対象事業計画書（第３号様式） 

(4) 交付対象事業収支予算書（第４号様式） 

(5) 平成 29年度の活動計画書 

(6) 平成 29年度の活動収支予算書 

(7) 平成 28年度の活動報告書 

(8) 平成 28年度の活動収支決算書 

(9) 定款又は規約その他これらに類する書類 

(10) 役員名簿 

 

※ 今年度に結成された新規団体は、(7)及び(8)の提出は不要です。 

※ (5)～(8)は、総会等で確定以前の場合、（案）で提出してください。 

※ 提出された書類は返却いたしませんので、コピーを取っておいてください。 

 

６  提出書類の受付  

 
 (1) 事業提案受付期間 

   平成 29 年３月 21 日（火）から平成 29 年３月 28 日（火）午後５時まで 
   ※（土日を除く） 
 
 (2) 提出先 

横浜市経済局消費経済課 

〒231-0016 

横浜市中区真砂町２-22 

関内中央ビル５階（セルテ側の入口をご利用ください。） 

ＴＥＬ：671-2584 ＦＡＸ：664-9533 

 

(3) 提出方法 

事前に電話連絡のうえご持参くださいますようお願いします。 

 

 

 

様式は、横浜市経済局消費経済課ホームページ「消費者のくらし・消費生

活相談」（http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/kurashi/）からダウン

ロードすることができます。 

 

http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/kurashi/
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７  審査・選考方法  
 
(1) 補助金交付団体の選定 

横浜市消費生活審議会消費生活協働促進事業審査評価部会が消費生活協働促進

事業審査基準（Ｐ21参照）に従い、応募書類及びヒアリングの内容を踏まえ総合

的に審査・選考します。 

 

 (2) ヒアリング 

   応募書類をもとにヒアリングを行います。詳細については、応募団体宛に別途、 

通知します。なお、応募多数の場合には、事前に書類審査を行う場合があります。 

  

  ア 日時（予定） 

    平成 29年４月中下旬 

  イ 会場 

    未定（関内駅周辺） 

  ウ 説明者 

    説明にあたるのは、各団体２名以内としてください。 

 エ 進行方法 

    プレゼンテーション 10分、質疑応答 10分の計 20分とします。なお、時 

   間配分に関しては、変更する場合があります。 

  オ プレゼンテーションの順番について 

    順番は、事務局による抽選で決定します。 

  カ 説明資料 

    次の応募書類に基づき、説明を行ってください。 

    ・消費生活協働促進事業補助金交付申請書（第１号様式） 

・団体の概要書（第２号様式） 

・交付対象事業計画書（第３号様式） 

・交付対象事業収支予算書（第４号様式） 

      ※ 資料の追加配布は認めません。 

 

(3) 結果発表 

   平成 29年５月上旬を予定しています。結果については、文書にて当該団体 

  に通知します。 

 
８  協働契約の締結  

 
 事業実施団体と横浜市は、事業実施にあたっての基本的事項や役割分担、個人情報

保護の遵守等を明示した、市民協働条例第 12条に基づく、協働契約を締結します。 

個人情報については、適正に取り扱うとともに、従事者等への研修など必要な措置

を講ずる必要があります。そのため、後日、誓約書を提出していただきます。 
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９  補助金の請求について  
 

交付決定後、消費生活協働促進事業補助金請求書（第６号様式）を提出してくださ

い。補助金は、全部又は一部を前金払いとすることが可能です。 

 

10 提案事業の実施  
 

事業の実施にあたり、市内関係機関が実施する他の事業やネットワーク、他団体と

の連携について市と提案団体が検討・調整を行います。 
 また、事業の周知は本市の広報媒体（広報よこはま、広報課ツイッター等）の活用

や市内施設へチラシを配架することができます。 

 

11 事業終了後の報告手続き  
 

  補助事業が終了した日の翌日から起算して 30 日以内に、次の書類を提出してく

ださい。 

 

(1) 消費生活協働促進事業補助金実績報告書（第７号様式） 

(2) 交付対象事業報告書（第８号様式） 

(3) 事業資料（配布資料やアンケート等） 

(4) 交付対象事業収支決算書（第９号様式） 

(5) 領収書等経費の支出を証する書類の写し 

(6) 事業評価表 

(7) 相互評価シート 

 

12 補助金の交付の取消し、返還  
                      

対象事業が次のいずれかに当てはまるときは、補助金の一部又は全部を取り消し、

補助金の返還を求める（第 12号様式）ことがあります。 

なお、任意団体の場合、補助金の返還は団体代表者に求めることになります。 

(1) 虚偽の申請、その他不正な手続きによって補助金を受けたとき。 

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。 

(3) 事業を中止、または変更したとき。 

(4) 補助金の交付金額が精算額を超えたとき。 

(5) その他、この事業の補助金交付要綱に違反したとき。 
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13 スケジュール（予定）  

 
募集要項配布期間  平成 29 年１月上旬～平成 29 年３月 21 日（火） 
説明会       平成 29 年２月 24 日（金）午後２時から午後３時まで 
事業提案受付期間  平成 29 年３月 21 日（火）～平成 29 年３月 28 日（火） 
審査・ヒアリング  平成 29 年４月中下旬 
結果発表      平成 29 年５月上旬 
協働契約締結    平成 29 年５月中旬 
補助金交付     平成 29 年５月下旬 
事業開始      平成 29 年６月１日（木）以降 
事業報告書等の提出 平成 30 年４月（※１）   

(※１)補助事業が終了した日の翌日から起算して 30 日以内 
事業報告          平成 30 年６月（※２） 

（※２）横浜市消費生活審議会消費生活協働促進事業審査評価 

部会において、事業報告をしていただきます。 
 

14 情報の公開  

 
応募にあたり提出された書類は、原則として情報公開の対象となります。 
ただし、特定の個人が識別されたり団体の正当な利益を害したりするおそれがあ

る情報などは、公開しない場合があります。 
 

15 停止条件  

 
この事業は、平成 29 年度予算案が横浜市会において議決されたあとに実施が 

 確定します。 
 
16 問合せ先  
 

 横浜市経済局消費経済課  

 〒 231-0016 

  横浜市中区真砂町２－ 22  

関内中央ビル５階（セルテ側入口からお入りください。）  

電話： 671-2584  ＦＡＸ： 664-9533 

Ｅメール： ke-syohikeizai@city.yokohama.jp 

ホームページ： http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/kurashi/ 

mailto:ke-syohikeizai@city.yokohama.jp
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こ
と
。

 
 ※

 
事
業

の
審
査

基
準

に
つ

い
て

は
、

消
費

生
活

協
働
促

進
事
業

審
査
基

準
（
Ｐ

21
）

を
 

 
ご
覧
く

だ
さ
い

。
 

  
テ
ー
マ

２
：
消

費
者

市
民

社
会

の
実

現
に

向
け

た
取
組

 
 

  
よ
り
良

い
社
会

を
創

る
た

め
に

、
自

ら
の

消
費

行
動
が
社

会
や

環
境
に

与
え
る

影
響
を

考
え
て

 
自

ら
行
動

し
て
い

く
こ

と
（

＝
「

消
費

者
市

民
社

会
の
実

現
」）

が
、
消

費
者
一

人
ひ
と

り
に
求

 
め

ら
れ
て

き
て
い

ま
す

。
 

 
こ
の
よ

う
な

、
消

費
者

市
民

社
会

の
考

え
方

に
つ

い
て

、
理
解

を
深
め

る
た
め

の
取
組

を
募
集

 
し

ま
す
。

 
         

目
 
次
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
変
更
な

し
）

 
１

 
消
費

生
活
協

働
促

進
事

業
と

は
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
変
更
な

し
）

 
２

 
募
集

内
容
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

＜
事
業
提

案
の
ポ

イ
ン

ト
＞

 
１

．『
消
費
生

活
』
と

い
う

視
点

を
取

り
入

れ
る

こ
と

。
 

２
．
団
体

等
の
独

自
の

発
想

や
手

法
を

取
り

入
れ

る
こ

と
。

 
３

．
横
浜

市
と
協

働
で

取
り

組
む

こ
と

が
相

応
し

い
事

業
で

あ
る

こ
と

。
 

４
．「

横
浜
市

在
住
、

在
勤

、
在

学
」

の
者

を
対

象
と

し
た

事
業

で
あ

る
こ

と
。

 
※

 
事
業

の
審
査

基
準

に
つ

い
て

は
、

消
費

生
活

協
働

促
進

事
業

審
査

基
準

（
Ｐ

21
）

を
 

 
ご
覧
く

だ
さ
い

。
 

  
テ
ー
マ

２
：
消

費
者

市
民

社
会

の
実

現
に

向
け

た
取

組
 

 
  

人
や
環

境
を
守

る
持

続
可

能
な

社
会

を
作

る
た

め
に

、
人

や
社

会
・

環
境

に
配

慮
し

て
物

や
 

サ
ー
ビ
ス

を
選
ぶ

こ
と

や
こ

れ
ら

を
意

識
し

た
暮

ら
し

を
す

る
こ

と
（

＝
「

消
費

者
市

民
社

会
の

 
実

現
」
）
が
、

消
費

者
一

人
ひ

と
り

に
求

め
ら

れ
て

き
て

い
ま

す
。

 
 

こ
の
よ

う
な

、
消
費

者
市

民
社

会
の

考
え

方
に

つ
い

て
、
理

解
を

深
め

る
た

め
の

取
組

を
募

集
 

し
ま
す
。

 
         



3 
        

（
追

 
加

）
 

       ＜
参
考
＞

 
消
費

生
活

に
関

す
る

施
策

・
取

組
等

に
つ
い

て
 

 １
 
経
済

局
消
費

経
済

課
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
 

 
 
消
費

経
済
課

の
事

業
な

ど
を

掲
載

し
て

い
ま

す
。

 
 

（
ht

tp
://

w
w

w.
ci

ty
.y

ok
oh

am
a.

lg
.jp

/k
ei

za
i/k

ur
as

hi
/）

 
 ２

 
横
浜

市
消
費

者
教

育
推

進
の

方
向

性
（

平
成

27
年
９

月
策

定
）

 
 

 
本
市

で
今
後

、
取

り
組

ん
で

い
く

消
費

者
教

育
の
方

向
性
の

柱
を
示

し
た
も

の
で
す

。
 

 
（

ht
tp

://
w

w
w.

ci
ty

.y
ok

oh
am

a.
lg

.jp
/k

ei
za

i/s
ho

gy
o/

ku
ra

si
/k

yo
ui

ku
su

is
in

.h
tm

l）
 

 ３
 
平
成

27
年
度

 横
浜

市
消

費
者

教
育

推
進

計
画

 
 

 
上
記

、
２

横
浜

市
消

費
者

教
育

推
進

の
方

向
性

に
沿

っ
て
、
本
市

、
消
費

者
教
育

関
連
事
業

 
 

を
取
り

ま
と
め

た
も

の
で

す
。

 
  

 （
ht

tp
://

w
w

w.
ci

ty
.y

ok
oh

am
a.

lg
.jp

/k
ei

za
i/s

ho
gy

o/
ku

ra
si

/k
yo

ui
ku

su
is

in
.h

tm
l）

 
 

 

＜
参
考
＞

 
平
成

28
年

度
の

取
組

事
例

に
つ

い
て

 
 ○

横
浜
産

の
調
味

料
で

地
産

地
消

と
食

の
安

全
を

学
ぶ

講
座
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

毎
日
の
食

事
に
欠

か
せ

な
い

調
味

料
を

つ
く

っ
て

い
る

横
浜

の
生

産
者

と
直

接
ふ

れ
あ

い
、
地

産

地
消
の
食

材
を
使

っ
た

エ
コ

ク
ッ

キ
ン

グ
を

学
ぶ

こ
と

で
、
食

の
安

全
・
安

心
や

地
産

地
消

、
フ

ー
ド
マ
イ

レ
ー
ジ
（

食
材

を
輸

送
す

る
距

離
と

エ
ネ

ル
ギ

ー
）
に

つ
い

て
考

え
る

講
座

を
実

施
（

各

テ
ー
マ
の

調
味
料

を
使

っ
た

ラ
ン

チ
付

き
）【

全
８

回
講

座
、（

定
員

）
各

回
15

名
】

 
 ○

地
域
を

知
る

/エ
シ

カ
ル

を
知

る
「

ソ
ー

シ
ャ

ル
な

消
費

者
養

成
講

座
」

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

市
内
で
の

消
費
者

市
民

社
会

の
実

現
を

目
指

し
、
市

内
で

活
動

す
る

団
体

と
の

協
働

で
、
食

品
ロ

 
ス
・
地
産

地
消
、
環

境
保

全
・
リ

サ
イ

ク
ル

、
フ

ェ
ア

ト
レ

ー
ド
・
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
経

済
等

を
テ

 
ー

マ
に
講

座
・
セ
ミ

ナ
ー

、
現

場
見

学
等

を
実

施
【

全
６

回
講

座
、
定

員
は

講
座

ご
と

に
異

な
る

】 
   ＜

参
考
＞

 
消
費

生
活

に
関

す
る

本
市

の
施

策
・

取
組

等
に

つ
い

て
 

提
案
事
業
を
検
討
す
る
際
の
参
考
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 １
 
経
済

局
消
費

経
済

課
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
 

 
 
消
費

経
済
課

の
事

業
な

ど
を

掲
載

し
て

い
ま

す
。

 
 

（
ht

tp
://

w
w

w.
ci

ty
.y

ok
oh

am
a.

lg
.jp

/k
ei

za
i/k

ur
as

hi
/）

 
 ２

 
横
浜

市
消
費

者
教

育
推

進
の

方
向

性
（

平
成

27
年

９
月

策
定

）
 

 
 
本
市

で
今
後

、
取

り
組

ん
で

い
く

消
費

者
教

育
の

方
向

性
の

柱
を

示
し

た
も

の
で

す
。

 
 

（
ht

tp
://

w
w

w.
ci

ty
.y

ok
oh

am
a.

lg
.jp

/k
ei

za
i/s

ho
gy

o/
ku

ra
si

/k
yo

ui
ku

su
is

in
.h

tm
l）

 
 ３

 
平
成

27
年
度

 横
浜

市
消

費
者

教
育

推
進

計
画

 
 

 
上
記

、
２

横
浜

市
消

費
者

教
育

推
進

の
方

向
性

に
沿

っ
て

、
本

市
、
消

費
者

教
育

関
連

事
業

 
 

を
取
り

ま
と
め

た
も

の
で

す
。

 
  

 （
ht

tp
://

w
w

w.
ci

ty
.y

ok
oh

am
a.

lg
.jp

/k
ei

za
i/s

ho
gy

o/
ku

ra
si

/k
yo

ui
ku

su
is

in
.h

tm
l）

 
 

 



4 
   

（
追

 
加

）
 

   ４
 
横
浜

市
消
費

生
活

総
合

セ
ン

タ
ー

 
 

 
市
民

の
安
全

で
快

適
な

暮
ら

し
を

実
現

す
る

た
め
の

拠
点
と

し
て

、
消
費

生
活
相

談
、
消
費

生
活
情
報

の
提
供

、
消

費
者

活
動

の
支

援
な

ど
を

行
っ
て

い
ま
す

。
 

 
（

ht
tp

://
w

w
w.

yo
ko

ha
m

a-
co

ns
um

er
.o

r.j
p/
）

 
 ５

 
消
費

生
活
推

進
員

 
 

 
消
費

生
活
に

関
す

る
啓

発
講

座
の

実
施

や
情

報
提
供

の
担
い

手
と
し

て
、
地
域

で
活
動

し
て

い
る
委
員

で
す

。
 

（
ht

tp
://

w
w

w.
ci

ty
.y

ok
oh

am
a.

lg
.jp

/k
ei

za
i/s

ho
gy

o/
ku

ra
si

/s
ui

si
n.

ht
m

l）
 

 ６
 
消
費

者
教
育

推
進

法
と

消
費

者
市

民
社

会
 

Q
＆

A（
日
本

弁
護
士

連
合
会

）
 

 
 
消
費

者
教
育

推
進

法
や

、
消

費
者

市
民

社
会

に
つ
い

て
わ
か

り
や
す

く
解
説

し
て
い

ま
す
。

(h
tt

p:
//w

w
w.

ni
ch

ib
en

re
n.

or
.jp

/li
br

ar
y/

ja
/p

ub
lic

at
io

n/
bo

ok
le

t/d
at

a/
co

ns
um

er
-e

du
ca

tio
n_

qa
.p

df
) 

         

４
 
第

10
次
横
浜

市
消

費
生

活
審

議
会

報
告

 
 

 
「
地
域
に
お
け
る
高
齢
者
の
見
守
り
の
在
り
方
～
高
齢
者
の
消
費
者
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
～
」

 

 
 

横
浜

市
に

お
け

る
消

費
者

被
害

防
止

の
視

点
を

踏
ま

え
た

高
齢

者
の

見
守

り
の

在
り

方
と

対
応
の
方

向
性
を

示
し

た
も

の
で

す
。

 
（

ht
tp

://
w

w
w.

ci
ty

.y
ok

oh
am

a.
lg

.jp
/k

ei
za

i/h
ap

py
ou

/h
28

/2
80

93
0-

2s
yo

hi
.h

tm
l）

 
 ５

 
横
浜

市
消
費

生
活

総
合

セ
ン

タ
ー

 
 

 
市
民

の
安
全

で
快

適
な

暮
ら

し
を

実
現

す
る

た
め

の
拠

点
と

し
て

、
消

費
生

活
相

談
、
消

費

生
活
情
報

の
提
供

、
消

費
者

活
動

の
支

援
な

ど
を

行
っ

て
い

ま
す

。
 

 
（

ht
tp

://
w

w
w.

yo
ko

ha
m

a-
co

ns
um

er
.o

r.j
p/
）

 
 ６

 
消
費

生
活
推

進
員

 
 

 
消
費

生
活
に

関
す

る
啓

発
講

座
の

実
施

や
情

報
提

供
の

担
い

手
と

し
て

、
地

域
で

活
動

し
て

い
る
委
員

で
す
。

 
（

ht
tp

://
w

w
w.

ci
ty

.y
ok

oh
am

a.
lg

.jp
/k

ei
za

i/s
ho

gy
o/

ku
ra

si
/s

ui
si

n.
ht

m
l）

 
 ７

 
消
費

者
教
育

推
進

法
と

消
費

者
市

民
社

会
 

Q
＆

A（
日

本
弁

護
士

連
合

会
）

 
 

 
消
費

者
教
育

推
進

法
や

、
消

費
者

市
民

社
会

に
つ

い
て

わ
か

り
や

す
く

解
説

し
て

い
ま

す
。

(h
tt

p:
//w

w
w.

ni
ch

ib
en

re
n.

or
.jp

/li
br

ar
y/

ja
/p

ub
lic

at
io

n/
bo

ok
le

t/d
at

a/
co

ns
um

er
-e

du
ca

tio
n_

qa
.p

df
) 

         

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/consumer-education_qa.pdf
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/consumer-education_qa.pdf
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/happyou/h28/280930-2syohi.html
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/consumer-education_qa.pdf
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/consumer-education_qa.pdf


5 
 (2

) 
対
象
経

費
 

 
 
 
補

助
の
対

象
と

な
る

経
費

は
、

補
助

対
象

事
業
の

実
施
に

直
接
要

す
る
経

費
及
び

事
業

 
 

 
に
関

わ
る
人

件
費

と
し

ま
す

。
団

体
運

営
費

と
し
て

の
人
件

費
、
事

務
所
の

賃
借
料

、
光

 
熱

費
等
の

管
理

費
は

対
象

に
な

り
ま

せ
ん

。
 

 【
対
象
経

費
例

】
 

ア
 
消
耗

品
費

 
イ

 
会
場

及
び

物
品

の
利

用
料

 
ウ

 
講
師

や
指

導
者

へ
の

謝
礼

 
エ

 
コ
ピ

ー
・

写
真

・
チ

ラ
シ

・
報

告
書

等
の

印
刷
費

 
オ

 
郵
送

代
等

通
信

費
 

カ
 
交
通

費
（

実
費

で
計

上
し

て
く

だ
さ

い
。
）

 
キ

 
保
険

料
 

ク
 

事
業

に
関

わ
る

人
件

費
（

下
の

記
入

例
を

参
考

に
、

積
算

根
拠

を
明

確
に

し
て

く
だ

さ
い

。
）

 
ケ

 
啓
発

物
の

作
成

費
 

コ
 
そ
の

他
、

市
長

が
必

要
と

認
め

る
経

費
 

※
 
上
記

の
経

費
で

あ
っ

て
も

補
助

対
象

経
費

と
し
て
認

め
ら
れ

な
い
場

合
が
あ

り
ま
す

。
 

           

(
2
) 

対
象
経

費
 

 
 
 
補

助
の
対

象
と

な
る

経
費

は
、

補
助

対
象

事
業

の
実

施
に

直
接

要
す

る
経

費
及

び
事

業
 

 
 
に
関

わ
る
人

件
費

と
し

ま
す

。
団

体
運

営
費

と
し

て
の

人
件

費
、

事
務

所
の

賃
借

料
、

光
 

熱
費
等
の

管
理

費
は

対
象

に
な

り
ま

せ
ん

。
 

 

【
対
象
経

費
例
】
 

ア
 
消
耗

品
費
（

事
務

用
品

購
入

代
、

配
布

資
料

の
用

紙
代

等
）

 
イ

 
会
場

使
用
料

（
講

座
・

打
合

せ
等

の
会

場
使

用
料

、
備

品
使

用
料

等
）

 
ウ

 
講
師

謝
金
（

講
師

・
執

筆
者

等
へ

の
謝

金
※
１
）

 
 

 
エ

 
印
刷

製
本
費

（
講

座
資

料
の

コ
ピ

ー
代

・
チ

ラ
シ

印
刷

代
※
２
等

）
 

オ
 
通
信

運
搬
費

（
募

集
チ

ラ
シ

・
配

布
資

料
等

の
郵

送
料

、
切

手
代

、
宅

配
便

等
）

 
カ

 
交
通

費
（
事

業
の

実
施

に
直

接
必

要
な

交
通

費
※
３
）

 
キ

 
人
件

費
（
本

事
業

に
従

事
す

る
団

体
ス

タ
ッ

フ
の

人
件

費
 

例
：

打
ち

合
わ

せ
、

 
講

座
運
営

等
）

 
ク

 
広
報

宣
伝
費

（
新

聞
折

込
料

、
掲

示
板

掲
載

料
等

）
 

ケ
 
そ
の

他
、
事

業
に

必
要

な
経

費
（

振
込

手
数

料
、

ク
ッ

キ
ン

グ
講

座
等

の
食

材
費
 

 
 

等
※
４
）

 
コ

 
そ
の

他
、
市

長
が

必
要

と
認

め
る

経
費

 
※

１
 
団

体
等

の
構

成
員

が
資

格
等

に
基

づ
き

行
う

講
演

・
執

筆
等

へ
の

謝
礼

も
含

み
ま

す
。

 
※

２
 
チ

ラ
シ
の

デ
ザ

イ
ン

費
も

含
み

ま
す

。
 

※
３

 
団

体
等

の
構

成
員

へ
の

支
払

い
も

含
み

ま
す

。
収

支
報

告
の

際
は

、
実

費
で

計
上

し
て
く
だ

さ
い

。
 

※
４
 
上

記
、
ア

～
ク

に
該

当
し

な
い

経
費

に
つ

い
て

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

※
５

 
上

記
の

経
費

で
あ

っ
て

も
補

助
対

象
経

費
と

し
て

認
め

ら
れ

な
い

場
合

が
あ

り
ま

す
。

 

   



6 
 

【
「
（
第
４
号
様
式
）
交
付
対
象
事
業
収
支
予
算
書
」
説
明
の
記
入
例
】
 

 
項

 
 

目
 

金
 

 
額

 
説

 
 

 
 

明
 

     

講
師

謝
金

 

 
交

通
費

 

 
人

件
費

 

 
会

場
使

用
料

 

 
消

耗
品

費
 

 
印

刷
費

 

 
郵

送
費

 

      

（
単

価
×

時
間

×
人

数
）

 

（
実

費
計

上
 

単
価

×
回

数
）

 

（
本

事
業

に
係

る
人

件
費

、
打

合
せ

等
 

単
価

×
時

間
×

人
数

）
 

（
単

価
×

回
数

）
 

（
用

紙
、

文
房

具
等

）
 

（
チ

ラ
シ

等
の

印
刷

 
単

価
×

枚
数

）
 

（
チ

ラ
シ

の
発

送
、

申
込

受
付

用
携

帯
電

話
）

 

 
合

 
 

計
 

 
 

          ３
 
応
募

資
格
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
(1

) 
不
特
定

多
数

の
も

の
の

利
益

の
増

進
に

寄
与

す
る
こ

と
を
目

的
と
す

る
非
営

利
の
事

業
 

（
宗

教
活

動
、

政
治

活
動

、
選

挙
活

動
を

目
的

と
す

る
事

業
を
除

く
。
）

に
自

主
的

に
取

り
組
む

団
体
等

 
※

 
個
人

で
の
応

募
は

で
き

ま
せ

ん
。

 
(2

) 
活
動
拠

点
を

市
内

に
有

す
る

こ
と

。
 

(3
) 

継
続
し

た
活

動
が

期
待

さ
れ

る
も

の
で

あ
る

こ
と
。

 
(4

) 
横
浜
市

暴
力

団
排

除
条

例
（

平
成

23
年

12
月

横
浜
市

条
例

第
５
１

条
）
第

２
条
第

２
 

【
「
（
第
４

号
様
式

）
交

付
対

象
事

業
収

支
予

算
書

」
説

明
の

記
入

例
】

 

項
 

 
目

 
金

 
額

 
説

 
 

 
 

明
 

消
耗

品
費

 

 会
場

使
用

料
 

 講
師

謝
金

 

 印
刷

製
本

費
 

 通
信

運
搬

費
 

 交
通

費
 

 人
件

費
 

 広
報

宣
伝

費
 

そ
の

他
必

要
経

費
 

〇
，

〇
〇

〇
円

 

 

〇
〇

，
〇

〇
〇

円
 

 〇
〇

，
〇

〇
〇

円
 

 〇
〇

，
〇

〇
〇

円
 

 〇
〇

，
〇

〇
〇

円
 

 〇
〇

，
〇

〇
〇

円
 

 〇
〇

，
〇

〇
〇

円
 

 ○
○

，
〇

〇
〇

円
 

○
○

，
〇

〇
〇

円
 ・

資
料

用
用

紙
（

A
4

版
5

0
0

枚
入

り
）（

4
0

0
円

×

３
）

 

・
講

座
会

場
（

2
,0

0
0

円
×

５
回

）
、

会
場

備
品

（
マ

イ
ク

等
）（

8
0

0
円

×
５

回
）

 

・
講

師
謝

金
（

5
,0

0
0

円
×

５
回

）
、

資
料

作
成

謝
金

（
1

,0
0

0
円

×
３

枚
）

 

・
募

集
チ

ラ
シ
（

3
円

×
5

,0
0

0
枚

）、
講

座
資

料
（

1
0

円
×

４
枚

×
3

0
部

×
５

回
）

 

・
募

集
チ

ラ
シ

発
送

（
8

2
円

×
3

0
0

通
）、

携
帯

通
話

料
（

講
座

申
込

受
付

用
）

 

・
講

師
（

1
,0

0
0

円
×

５
回

）
、

ス
タ

ッ
フ

（
1

,0
0

0

円
×

２
名

×
５

回
）

 

・
打

合
せ

（
1

,0
0

0
円

×
２

時
間

×
２

人
×

５
回

）
、

講
座

当
日

（
3

,0
0

0
円

×
２

人
×

５
回

）
 

・
広

告
欄

掲
載

料
（

1
0

,0
0

0
円

×
３

回
）

 

・
食

材
費

（
1

,0
0

0
円

×
1

5
名

×
５

回
）

 

合
 

 
計

 
○

○
〇

，
〇

〇
〇

円
 

 

  ３
 
応
募

資
格
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(1
) 

不
特
定

多
数
の

も
の

の
利

益
の

増
進

に
寄

与
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
非

営
利

の
事

業
 

（
宗

教
活

動
、

政
治

活
動

、
選

挙
活

動
を

目
的

と
す

る
事

業
を

除
く

。
）

に
自

主
的

に
取

り
組

む

団
体
等

 
※

 
個
人

で
の
応

募
は

で
き

ま
せ

ん
。

 
(2

) 
活
動
拠

点
（
事

務
所

の
所

在
地

）
を

市
内

に
有

す
る

こ
と

。
 

(3
) 

継
続
し

た
活
動

が
期

待
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 
(4

) 
横
浜
市

暴
力
団

排
除

条
例

（
平

成
23

年
12

月
横

浜
市

条
例

第
５

１
条

）
第

２
条

第
２

 



7 
 号

に
規
定

す
る
暴

力
団

、
第

２
条

第
４

号
に

規
定

す
る
暴

力
団
員

等
、
条

例
第
２

条
第
５

 
条

に
規
定

す
る
暴

力
団

経
営

支
配

法
人

等
又

は
同

条
例
第

７
条
に

規
定
す

る
暴
力

団
員
等

 
と

密
接
な

関
係
を

有
し

な
い

と
認

め
ら

れ
る

団
体

で
あ
る

こ
と
。

 
 ４

 
事
業

の
実
施

期
間

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

平
成

28
年
６

月
か

ら
平

成
29

年
３

月
ま

で
 

  
  ５

 
申
請

の
手
続

き
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
申

請
す
る

と
き

は
、

次
の

書
類

を
各

１
部

提
出
し

て
く
だ

さ
い
。

 
    (1

) 
消
費
生

活
協

働
促

進
事

業
補

助
金

交
付

申
請

書
（
第

１
号
様

式
）

 
(2

) 
団
体
の

概
要

書
（

第
２

号
様

式
）

 
(3

) 
交
付
対

象
事

業
計

画
書

（
第

３
号

様
式

）
 

(4
) 

交
付
対

象
事

業
収

支
予

算
書

（
第

４
号

様
式

）
 

(5
) 

当
該
年

度
の

活
動

計
画

書
 

(6
) 

当
該
年

度
の

活
動

収
支

予
算

書
 

(7
) 

前
年
度

の
活

動
報

告
書

 
(8

) 
前
年
度

の
活

動
収

支
決

算
書

 
(9

) 
定
款
又

は
規

約
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
書

類
 

(1
0)

 役
員
名
簿

 
 ※

 
今

年
度

に
結
成

さ
れ
た

新
規

団
体

は
、

(7
)「

前
年

度
の

活
動

報
告

書
」

及
び

(8
)「

前
年

度

の
活
動
収

支
決
算

書
」

の
提

出
は

不
要

で
す

。
 

号
に
規
定

す
る
暴

力
団

、
第

２
条

第
４

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
員

等
、

条
例

第
２

条
第

５
 

条
に
規
定

す
る
暴

力
団

経
営

支
配

法
人

等
又

は
同

条
例

第
７

条
に

規
定

す
る

暴
力

団
員

等
 

と
密
接
な

関
係
を

有
し

な
い

と
認

め
ら

れ
る

団
体

で
あ

る
こ

と
。

 
 ４

 
事
業

の
実
施

期
間

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
平
成

29
年

６
月

か
ら

平
成

30
年

３
月

ま
で

 

※
 
採

択
団
体

の
決

定
は

、
５

月
上

旬
に

各
団

体
に

ご
連

絡
し

ま
す

。
講

座
等

の
実

施
を

検
討

さ
れ
る
場

合
は

、
準

備
や

周
知

期
間

を
考

慮
し

提
案

事
業

の
実

施
時

期
を

ご
検

討
く

だ
さ

い
。

 

 

５
 
申
請

の
手
続

き
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

申
請
す
る

と
き

は
、

次
の

書
類

を
各

１
部

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
 

    (1
) 

消
費
生

活
協

働
促

進
事

業
補

助
金

交
付

申
請

書
（

第
１

号
様

式
）

 
(2

) 
団
体
の

概
要

書
（

第
２

号
様

式
）

 
(3

) 
交
付
対

象
事

業
計

画
書

（
第

３
号

様
式

）
 

(4
) 

交
付
対

象
事

業
収

支
予

算
書

（
第

４
号

様
式

）
 

(5
) 

平
成

29
年

度
の

活
動

計
画

書
 

(6
) 

平
成

29
年

度
の

活
動

収
支

予
算

書
 

(7
) 

平
成

28
年

度
の

活
動

報
告

書
 

(8
) 

平
成

28
年

度
の

活
動

収
支

決
算

書
 

(9
) 

定
款
又

は
規

約
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
書

類
 

(1
0)

 役
員
名
簿

 
 ※

 
今

年
度

に
結

成
さ

れ
た

新
規

団
体

は
、

(7
)「

前
年

度
の

活
動

報
告

書
」

及
び

(8
)「

前
年

度

の
活
動
収

支
決
算

書
」

の
提

出
は

不
要

で
す

。
 

様
式
は
、
横

浜
市
経

済
局
消

費
経

済
課

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ
「

消
費

者
の

く
ら

し
・

消
費
生
活

相
談

」（
ht

t
p:

/
/w
w
w.

c
i
ty
.
yo

k
oh

a
ma
.
lg

.
jp

/
ke

iz
a
i
/k

u
ra
s
hi

/
）

か
ら
ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

様
式

は
、
横

浜
市

経
済

局
消

費
経

済
課

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ
「

消
費

者
の

く
ら

し
・

消
費
生
活

相
談

」（
ht
t
p:
/
/w
w
w.
c
i
ty
.
yo
k
oh
a
ma
.
lg
.
jp
/
ke
iz
a
i
/k
u
ra
s
hi
/
）

か
ら
ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/kurashi/
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/kurashi/
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 ※

（
追
 

加
）

 
※

 
提
出

さ
れ
た

書
類

は
返

却
い

た
し

ま
せ

ん
の

で
、
コ

ピ
ー
を

取
っ
て

お
い
て

く
だ
さ

い
。

 
 ６

 
提
出

書
類
の

受
付

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 (

1)
 
事

業
提
案

受
付

期
間

 
 

 
  

平
成

28
年

３
月

22
日

（
火

）
か

ら
平

成
28

年
３
月

29
日
（

火
）
午

後
５
時

ま
で

 
 

 
 
 

※
土
日

を
除

く
 

 
 (

2)
 
提

出
先

 
横

浜
市
経

済
局

消
費

経
済

課
 

〒
23

1-
00

16
 

横
浜
市
中

区
真

砂
町

２
-2

2 
関

内
中

央
ビ

ル
５

階
（

セ
ル

テ
側

の
入

口
を
ご
利

用
く
だ

さ
い
。
）

 
Ｔ

Ｅ
Ｌ

：
67

1-
25

84
 

Ｆ
Ａ

Ｘ
：

66
4-

95
33

 
 

(3
) 

提
出
方

法
 

事
前
に
電

話
連

絡
の

う
え

ご
持

参
く

だ
さ

い
ま
す

よ
う
お

願
い
し

ま
す
。

 
 

７
 
審
査

・
選
考

方
法

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
(1

) 
補
助
金

交
付

団
体

の
選

定
 

横
浜

市
消

費
生

活
審

議
会

消
費

生
活

協
働

促
進

事
業

審
査

評
価

部
会

が
消

費
生

活
協

働
促
進
事

業
審

査
基

準
（

Ｐ
21

参
照

）
に

従
い

、
応
募

書
類
及

び
ヒ
ア

リ
ン
グ

の
内
容

を
踏
ま
え

総
合

的
に

審
査

・
選

考
し

ま
す

。
 

   
 

(2
) 

ヒ
ア

リ
ン

グ
 

 
 
 
 

 
応
募

書
類

を
も

と
に

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

行
い
ま

す
。
詳

細
に
つ

い
て
は

、
応

募
団
体
宛

に
別
途

、
通

知
し

ま
す

。
な

お
、
応

募
多
数
の

場
合
に

は
、
事
前

に
書
類

審
査
を

行
う

場
合
が

あ
り

ま
す

。
 

 
 

※
 

(5
)～

(8
)は

、
総

会
等

で
確

定
以

前
の

場
合

、（
案

）
で

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
 

※
 
提
出

さ
れ
た

書
類

は
返

却
い

た
し

ま
せ

ん
の

で
、

コ
ピ

ー
を

取
っ

て
お

い
て

く
だ

さ
い

。
 

 ６
 
提
出

書
類
の

受
付

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 (
1)
 
事

業
提
案

受
付

期
間

 
 

 
 

 平
成

29
年

３
月

21
日

（
火

）
か

ら
平

成
29

年
３

月
28

日
（

火
）

午
後

５
時

ま
で

 
 

 
 
 

※
土
日

を
除

く
 

 
 (

2)
 
提

出
先

 
横

浜
市
経

済
局

消
費

経
済

課
 

〒
23

1-
00

16
 

横
浜
市
中

区
真

砂
町

２
-2

2 
関

内
中
央

ビ
ル

５
階

（
セ

ル
テ

側
の

入
口

を
ご

利
用

く
だ

さ
い

。
）

 
Ｔ

Ｅ
Ｌ
：

67
1-

25
84

 
Ｆ

Ａ
Ｘ

：
66

4-
95

33
 

 
(3

) 
提
出
方

法
 

事
前
に
電

話
連

絡
の

う
え

ご
持

参
く

だ
さ

い
ま

す
よ

う
お

願
い

し
ま

す
。

 
 

７
 
審
査

・
選
考

方
法

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(1
) 

補
助
金

交
付

団
体

の
選

定
 

横
浜

市
消

費
生

活
審

議
会

消
費

生
活

協
働

促
進

事
業

審
査

評
価

部
会

が
消

費
生

活
協

働
促
進
事

業
審

査
基

準
（

Ｐ
21

参
照

）
に

従
い

、
応

募
書

類
及

び
ヒ

ア
リ

ン
グ

の
内

容

を
踏
ま
え

総
合

的
に

審
査

・
選

考
し

ま
す

。
 

   
 

(2
) 

ヒ
ア

リ
ン

グ
 

 
 
 
 

 
応
募

書
類

を
も

と
に

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

行
い

ま
す

。
詳

細
に

つ
い

て
は

、
応

募
団

体
宛

に
別
途

、
通

知
し

ま
す

。
な

お
、
応

募
多

数
の

場
合

に
は

、
事

前
に

書
類

審
査

を
行

う

場
合
が
あ

り
ま

す
。
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ア
 

日
時
（

予
定

）
 

 
 
 
 

平
成

28
年

４
月

中
下

旬
 

 
 
イ
 

会
場

 
 

 
 
 

未
定
（

関
内

駅
周

辺
）

 
 

 
ウ
 

説
明
者

 
 

 
 
 

説
明
に

あ
た

る
の

は
、

各
団

体
２

名
以

内
と
し

て
く
だ

さ
い
。

 
 

 
エ
 

進
行
方

法
 

 
 
 
 

プ
レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

10
分

、
質

疑
応
答

10
分

の
計

20
分
と

し
ま
す
。
な
お
、
時

 
 

 
 
間

配
分
に

関
し

て
は

、
変

更
す

る
場

合
が

あ
り
ま

す
。

 
 

 
オ
 

プ
レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

の
順

番
に

つ
い

て
 

 
 
 
 

順
番
は

、
抽

選
に

よ
り

決
定

し
ま

す
。

 
カ

 
説
明

資
料

 
 

 
 
 

次
の
応

募
書

類
に

基
づ

き
、

説
明

を
行

っ
て
く

だ
さ
い

。
 

 
 
 
 

・
消
費

生
活

協
働

促
進

事
業

補
助

金
交

付
申
請

書
（
第

１
号
様

式
）

 
・

団
体
の

概
要

書
（

第
２

号
様

式
）

 
・

交
付
対

象
事

業
計

画
書

（
第

３
号

様
式

）
 

・
交
付
対

象
事

業
収

支
予

算
書

（
第

４
号

様
式
）

 
 

 
 

  
 ※

 
資

料
の

追
加

配
布

は
認

め
ま

せ
ん

。
 

(3
) 

結
果
発

表
 

 
 

 平
成

28
年

４
月

下
旬

を
予

定
し

て
い

ま
す

。
結
果

に
つ
い

て
は
、

文
書
に

て
当
該

団
体

 
 

 に
通
知
し

ま
す
。

 
 ８

 
協
働

契
約
の

締
結

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

（
変
更
な

し
）

 
９

 
補
助

金
の
請

求
に

つ
い

て
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
（

変
更
な

し
）

 
10

 
提

案
事
業

の
実

施
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
（

変
更
な

し
）

 
 

 
 
ア
 

日
時
（

予
定

）
 

 
 
 
 

平
成

29
年

４
月

中
下

旬
 

 
 
イ
 

会
場

 
 

 
 
 

未
定
（

関
内

駅
周

辺
）

 
 

 
ウ
 

説
明
者

 
 

 
 
 

説
明
に

あ
た

る
の

は
、

各
団

体
２

名
以

内
と

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 
エ
 

進
行
方

法
 

 
 
 
 

プ
レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

10
分

、
質

疑
応

答
10

分
の

計
20

分
と

し
ま

す
。
な

お
、
時

 
 

 
 
間

配
分
に

関
し

て
は

、
変

更
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。
 

 
 
オ
 

プ
レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

の
順

番
に

つ
い

て
 

 
 
 
 

順
番
は

、
事

務
局

に
よ

る
抽

選
で

決
定

し
ま

す
。

 
カ

 
説
明

資
料

 
 

 
 
 

次
の
応

募
書

類
に

基
づ

き
、

説
明

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 
 
 

・
消
費

生
活

協
働

促
進

事
業

補
助

金
交

付
申

請
書

（
第

１
号

様
式

）
 

・
団
体
の

概
要

書
（

第
２

号
様

式
）

 
・

交
付
対

象
事

業
計

画
書

（
第

３
号

様
式

）
 

・
交
付
対

象
事

業
収

支
予

算
書

（
第

４
号

様
式

）
 

 
 
 

  
 ※

 
資
料

の
追

加
配

布
は

認
め

ま
せ

ん
。

 
(3

) 
結
果
発

表
 

 
 

 平
成

29
年
５
月

上
旬

を
予

定
し

て
い

ま
す

。
結

果
に

つ
い

て
は

、
文

書
に

て
当

該
団

体
 

 
 に

通
知
し

ま
す
。

 
 ８

 
協
働

契
約
の

締
結

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
変
更
な

し
）

 
９

 
補
助

金
の
請

求
に

つ
い

て
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
変
更
な

し
）

 
10

 
提

案
事
業

の
実

施
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

変
更
な

し
）
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 11
 

事
業
終

了
後

の
報

告
手

続
き

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

（
変
更
な

し
）

 
1
2
 
補
助

金
の
交

付
の

取
消

し
、

返
還

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

（
変
更
な

し
）

 
13

 
ス

ケ
ジ
ュ

ー
ル

（
予

定
）

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
募

集
要
項

配
布
期

間
 

 
平

成
28

年
１

月
末

～
平
成

28
年
３
月

29
日
（

火
）

 
説

明
会
 

 
 
 

 
 

 
平

成
28

年
３

月
１

日
（
火
）

 
事

業
提
案

受
付
期

間
 

 
平

成
28

年
３

月
22

日
（
火
）

～
平
成

28
年
３

月
29

日
（
火
）

 
審

査
・
ヒ

ア
リ
ン

グ
 

 
平

成
28

年
４

月
中
下

旬
 

結
果
発
表

 
 
 

 
 

 
平

成
28

年
４

月
下

旬
 

協
働
契
約

締
結
 

 
 

 
平

成
28

年
５

月
中

旬
 

補
助
金
交

付
決
定

 
 

 
平

成
28

年
５

月
下

旬
 

事
業
開
始

 
 
 

 
 

 
平

成
28

年
６

月
１

日
（
水
）

以
降

 
事

業
報
告

書
等
の

提
出

 
平

成
29

年
４

月
（

※
１
）
 

 
 

(※
１

)補
助

事
業

が
終

了
し
た
日

の
翌
日

か
ら
起

算
し
て

30
日

以
内

 
事

業
報
告

  
  

  
  

 
 

平
成

29
年

６
月

（
※

２
）

 
（

※
２

）
横

浜
市

消
費

生
活
審
議

会
消
費

生
活
協

働
促
進

事
業
審

査
評

 
価

部
会

に
お

い
て

、
事

業
報
告
を

し
て
い

た
だ
き

ま
す
。

 
 14

 
情

報
の
公

開
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
（

変
更
な

し
）

 
15

 
停

止
条
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
こ

の
事
業

は
、
平

成
28

年
度

予
算

案
が

横
浜
市

会
に
お

い
て
議

決
さ
れ

た
あ
と

に
実
施

が
 

 
確
定
し

ま
す
。

 
 16

 
問

合
せ
先

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
（

変
更
な

し
）

 

11
 

事
業
終

了
後
の

報
告

手
続

き
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

変
更
な

し
）

 
1
2
 
補
助

金
の
交

付
の

取
消

し
、

返
還
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
変
更
な

し
）

 
13

 
ス

ケ
ジ
ュ

ー
ル

（
予

定
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
募

集
要
項

配
布
期

間
 

 
平

成
29

年
１

月
上

旬
～

平
成

29
年

３
月

21
日

（
火

）
 

説
明
会
 

 
 
 

 
 

 
平

成
29

年
２

月
24

日
（

金
）

午
後

２
時

か
ら

午
後

３
時

ま
で

 
事

業
提
案

受
付
期

間
 

 
平

成
29

年
３

月
21

日
（

火
）

～
平

成
29

年
３

月
28

日
（
火

）
 

審
査
・
ヒ

ア
リ
ン

グ
 

 
平

成
29

年
４

月
中

下
旬

 
結

果
発
表

 
 
 

 
 

 
平

成
29

年
５

月
上

旬
 

協
働
契
約

締
結
 

 
 

 
平

成
29

年
５

月
中

旬
 

補
助
金
交

付
決
定

 
 

 
平

成
29

年
５

月
下

旬
 

事
業
開
始

 
 
 

 
 

 
平

成
29

年
６

月
１

日
（
木

）
以

降
 

事
業
報
告

書
等
の

提
出

 
平

成
30

年
４

月
（

※
１

）
 

 
 

(※
１

)補
助

事
業

が
終

了
し

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
30

日
以

内
 

事
業
報
告

  
  

  
  
 

 
平

成
30

年
６

月
（

※
２

）
 

（
※

２
）

横
浜

市
消

費
生

活
審

議
会

消
費

生
活

協
働

促
進

事
業

審
査

評
 

価
部

会
に

お
い

て
、

事
業

報
告

を
し

て
い

た
だ

き
ま

す
。

 
 14

 
情

報
の
公

開
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

変
更
な

し
）

 
15

 
停

止
条
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

こ
の
事
業

は
、
平

成
29

年
度

予
算

案
が

横
浜

市
会

に
お

い
て

議
決

さ
れ

た
あ

と
に

実
施

が
 

 
確
定
し

ま
す
。

 
 16

 
問

合
せ
先

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
変
更
な

し
）

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

費用は横浜市が補助します! 「消費者被害の未然防止に関する取組」や「消費者市民社

会の実現に向けた取組」を募集します！採用された取組は、横

浜市と提案団体の協働により実施します。提案団体は、企画・

運営を横浜市は主に企画協力や広報の支援をします。 

【募 集 期 間 】 平成 29 年３月 21 日（火）～３月 28 日（火）まで 

【対    象 】 市内に活動拠点（事務所の所在地）を有する団体 

【事業説明会】 平成 29 年２月 24 日（金） ※ 詳細は裏面をご覧ください。 

【募集コース】 以下のいずれかのコースから選択してください。 

テーマ１：消費者被害の未然防止に向けた取組 

契約に関するトラブル防止や悪質商法による被害の救済に役立つ情報の提供に関する取組を募集します。 

＜関 連 キーワード＞ 事 業 内 容 を検 討 する際 の参 考 としてください。               

■見 守 り活 動 を兼 ねた悪 質 商 法 の未 然 防 止 （契 約 、クーリング・オフ）  

■インターネット初 心 者 向 けのトラブル未 然 防 止 （SNS・ネットショッピング）  

■子 どもの事 故 予 防  

■外 国 人 に向 けた消 費 者 被 害 未 然 防 止 に関 する啓 発  など 

テーマ２：消費者市民社会の実現に向けた取組 

消費者市民社会※の考え方について、理解を深めるための取組を募集します。 

＜関 連 キーワード＞ 事 業 内 容 を検 討 する際 の参 考 としてください。               

■環 境 への配 慮 を考 えた消 費 生 活 （大 量 消 費 、大 量 廃 棄 、ローフット・フード）  

■食 の安 全 ・安 心 （食 品 表 示 、健 康 食 品 、食 育 、スローフード、地 産 地 消 ） 

■公 正 な取 引 を考 える消 費 行 動 （フェアトレード）  

■地 域 課 題 の解 決 につながる消 費 行 動 （障 害 者 地 域 作 業 所 の商 品 購 入 ）  など 

※消費者市民社会とは 

人や社会・環境に配慮して物やサービスを選ぶことやこれらを意識した暮らしを消費者一人ひとりが実践

する社会のことを言います。 

（補助上限額 40 万円） 

平成 29 年度 消費生活協働促進事業 

資 料３－３ 



 過去の提案事業実施例 

毎日の食事に欠かせない調味料をつくってい

る横浜の生産者と直接ふれあい、地産地消の食

材を使ったエコクッキングを学ぶことで、食の安

全・安心や地産地消、フードマイレージ（食材を

輸送する距離とエネルギー）について考える講座

を実施（各テーマの調味料を使ったランチ付き）  

【全８回講座、（定員）各回 15 名】 

市内での消費者市民社会の実現を目指し、

市内で活動する団体との協働で、食品ロス・地産

地消、環境保全・リサイクル、フェアトレード・コミュ

ニティ経済等をテーマに講座・セミナー、現場見

学等を実施 

【全６回講座、定員は講座ごとに異なる】 

【事業名】 横浜産の調味料で地産地消と 

食の安全を学ぶ講座 

【事業名】  地域を知る/エシカルを知る 

「ソーシャルな消費者養成講座」  

※ 上記の実施例はいずれも、テーマ２に対する事業提案です。

 

 
  

     

     

  
事業説明会について 

【日    時 】 平成 29 年２月 24 日（金） 午後２時から午後３時まで（開場：午後１時 30 分） 

【場    所 】 松村ビル別館（５階） ５０２会議室 （横浜市中区住吉町１‐13） 

【申 込 方 法 】 所定の「参加申込票」に必要事項を記入し、平成 29 年２月 20 日（金）までにＦＡＸ又は

Ｅメールで送付してください。参加申込票は市ホームページからダウンロードできます。  

（http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shogyo/kurasi/kyoudoujigyou.html） 

審査・選考方法 

横浜市消費生活審議会の本事業担当委員によるヒアリングを行います。詳細については、応募団体 

宛てに個別に通知をします。応募多数の場合には、事前に書類審査を行う場合があります。 

 

【日    時 】 平成 29 年４月中下旬 

【会    場 】 未定（関内駅周辺） 

【 説 明 者 】 説明にあたるのは、各団体２名以内としてください。 

【進 行 方 法 】 プレゼンテーション 10 分、質疑応答 10 分の計 20 分とします。なお、応募多数の場合

は、時間配分を変更する場合があります。 

問い合わせ先 

横浜市経済局消費経済課 

消費生活協働促進事業担当 

電話：045-671-2584 / FAX：045-664-9533 

Ｅメール：ke-syohikeizai@city.yokohama.jp 
消費生活協働促進事業
 

  

     

     

  

詳細は、募集要項をご確認ください。 

市ホームページから閲覧できます。 

内容や手法は自由です！団体の特性を活かした取組を募集します！ 

※ 提案をご検討される場合は、可能な限り事業説明会にご参加ください。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shogyo/kurasi/kyoudoujigyou.html
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